
川口市市民投票条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、川口市自治基本条例（平成２１年条例第６号）第３０条第３

項の規定に基づき、市民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（市民投票に付することができる事項） 

第２条 市民投票に付することができる市政に関する特に重要な事項は、本市の自

治（川口市自治基本条例第２条第３号に規定する自治をいう。）の実現に重大な

影響を与える事項であって、市民に直接その賛成又は反対を問う必要があるもの

とする。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。 

 (1) 市の権限に属さない事項 

 (2) 法令の規定に基づいて投票を行うことができる事項 

 (3) 専ら特定の市民又は地域に関する事項 

 (4) 市内部の事務処理に関する事項 

 (5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関する事項 

（市民投票の請求等） 

第３条 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条の規定による選挙人名

簿の登録が行われた日において本市の選挙人名簿に登録されている者（以下「請

求資格者」という。）は、規則で定めるところにより、その総数の６分の１以上

の者の連署をもって、市民投票を発議し、その代表者から、市長に対し、市民投

票の実施を請求することができる。 

２ 請求資格者のうち次に掲げる者は、前項の代表者となり、又は代表者であるこ

とができない。 

 (1) 公職選挙法第２７条第１項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされてい 

る者（地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用

いて行う投票方式等の特例に関する法律（平成１３年法律第１４７号。以下

「電磁記録投票法」という。）第１７条第４項の規定により公職選挙法第２７

条第１項の選挙権を有しない者である旨の表示をされている者を含む。） 

 (2) 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第２８条の規定によ 

り選挙人名簿から抹消された者 



３ 第１項の代表者は、規則で定めるところにより、市長に対し、市民投票に付そ

うとする事項が前条各号のいずれにも該当しないことの確認を求めなければなら

ない。 

４ 市議会は、議員の定数の１２分の１以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、

出席議員の過半数の賛成により、市民投票を発議し、市長に対し、市民投票の実

施を請求することができる。 

５ 市長は、自ら市民投票を発議し、市民投票を実施することができる。 

６ 市長は、第１項の規定による請求資格者からの請求（以下「市民請求」という。

）があったとき、又は第４項の規定による議会からの請求（以下「議会請求」と

いう。）があった場合で、その請求の内容が前条各号のいずれにも該当しないと

認めるときは、市民投票を実施しなければならない。 

７ 市長は、市民請求若しくは議会請求があったとき、又は自ら行った市民投票の

発議（以下「市長発議」という。）により市民投票を実施するときは、直ちにそ

の要旨を公表するものとする。 

（市民投票の形式） 

第４条 市民投票に付する事項は、二者択一で賛否を問う形式のものでなければな

らない。 

（投票資格者） 

第５条 市民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）は、公職選

挙法第９条第２項の規定により本市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第１１条第１項若しくは第２５２条、政

治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第２８条又は電磁記録投票法第１７

条第１項から第３項までの規定により選挙権を有しない者については、投票の資

格を有しない。 

（投票資格者名簿の調製等） 

第６条 市長は、投票資格者について、規則で定めるところにより、投票資格者名

簿を調製するものとする。 

２ 市長は、前項の投票資格者名簿の調製について、公職選挙法第１９条から第３



０条までに規定する選挙人名簿の調製をもってこれに代えることができる。この

場合において、同法第２７条第１項に規定する表示をされている者（電磁記録投

票法第１７条第４項の規定により公職選挙法第２７条第１項の選挙権を有しない

者である旨の表示をされている者を含む。）は、投票資格者名簿に登録されてい

ないものとみなす。 

（市民投票の期日） 

第７条 市長は、第３条第７項の規定による公表の日から起算して３０日を経過し

た日から９０日を経過する日までの期間の範囲内において、市民投票の期日（以

下「投票日」という。）を定め、これを公表するものとする。 

２ 前項の規定により定めた投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉

県の議会の議員若しくは長の選挙又は市の議会の議員若しくは長の選挙が行われ

るときその他市長が特に必要と認めるときは、投票日を前項に規定する期間の範

囲内で変更することができる。 

３ 市長は、前項の規定により投票日を変更したときは、これを公表するものとす

る。 

４ 市長は、投票日その他規則で定める事項を当該投票日の７日前までに告示しな

ければならない。 

（投票所等） 

第８条 投票所及び第１２条第５項に規定する期日前投票の投票所（以下「期日前

投票所」という。）は、規則で定めるところにより、市長の指定する場所に設け

る。 

２ 市長は、投票所にあっては投票日の５日前までに、期日前投票所にあっては前

条第４項の規定による告示の日（以下「告示日」という。）にその場所を告示し

なければならない。 

（投票資格者名簿の登録及び投票） 

第９条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。た

だし、市民投票と同時に公職選挙法の規定に基づく選挙が行われた場合において、

同法第４２条第１項ただし書の規定により投票した者（その投票した日において

市の区域内に住所を有している者に限る。）については、当該市民投票の投票を



することができる。 

２ 投票資格者名簿に登録された者であっても投票資格者名簿に登録されることが

できない者であるときは、投票をすることができない。 

（投票資格者でない者の投票） 

第１０条 投票の当日又は期日前投票の日において投票資格者でない者は、投票を

することができない。 

（投票所においての投票） 

第１１条 市民投票の投票を行う投票資格者（以下「投票人」という。）は、投票

の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなけ

ればならない。 

（投票の方法） 

第１２条 市民投票は、１人１票の投票とし、秘密投票とする。 

２ 投票人は、投票用紙の２つの選択肢から１つを選択し、所定の欄に自ら○の記

号を記載しなければならない。 

３ 前項及び次条第１項第６号の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由によ

り、自ら投票用紙の所定の欄に○の記号を記載することができない投票人は、規

則で定めるところにより、代理投票をすることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、視覚に障害を有する投票人は、規則で定めるとこ

ろにより、点字投票をすることができる。この場合において、点字投票を行う投

票人は、点字用の投票用紙に市民投票に付された事項に賛成するときは賛成と、

反対するときは反対と点字により自書しなければならない。 

５ 投票人は、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日前投票又

は不在者投票を行うことができる。 

（無効投票） 

第１３条 前条第２項に規定する投票については、次の各号のいずれかに該当する

投票は無効とする。 

 (1) 所定の投票用紙を用いないもの 

 (2) ○の記号以外の事項を記載したもの 

 (3) ○の記号のほか、他事を記載したもの 



 (4) ○の記号を投票用紙の２つの選択肢の欄に記載したもの 

 (5) ○の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの 

 (6) ○の記号を自書しないもの 

 (7) 白紙投票 

２ 前条第４項に規定する点字投票については、次の各号のいずれかに該当する投

票は無効とする。 

 (1) 点字用の投票用紙を用いないもの 

 (2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの 

 (3) 賛成又は反対のほか、他事を記載したもの 

 (4) 賛成又は反対をともに記載したもの 

 (5) 賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの 

 (6) 賛成又は反対を自書しないもの 

 (7) 白紙投票 

（情報の提供） 

第１４条 市長は、告示日から投票日の２日前までに、市民請求若しくは議会請求

又は市長発議の内容の趣旨及び第７条第４項に規定する告示の内容その他市民投

票の実施に関し必要な情報を広報その他適当な方法により、投票資格者に対して

提供しなければならない。 

２ 市長は、告示日から投票日の前日までの間、市民請求若しくは議会請求又は市

長発議の内容を記載した文書の写し及び市民請求若しくは議会請求又は市長発議

により投票に付する事項に関する計画案その他行政上の資料を一般の縦覧に供し

なければならない。ただし、川口市情報公開条例（平成１２年条例第４９号）第

７条に規定する非公開情報に該当するものについては、この限りでない。 

３ 市長は、前２項の規定による情報の提供に際しては、中立性の保持に留意し、

公平に扱わなければならない。 

（投票運動） 

第１５条 市民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、強迫等投票

資格者の意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境

が侵害されるものであってはならない。 



（開票所等） 

第１６条 開票所は、規則で定めるところにより、市長の指定した場所に設ける。 

２ 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。 

（市民投票の成立等） 

第１７条 市民投票は、規則で定めるところにより、１の事項について投票した者

の総数が当該市民投票の投票資格者数の２分の１に満たないときは、成立しない

ものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。 

２ 市長は、前項の規定により市民投票が成立しなかったとき又は市民投票が成立

し、投票総数、開票の結果その他規則で定める事項が確定したときは、規則で定

めるところにより、直ちにこれを告示するとともに、市民請求又は議会請求に係

る市民投票について、当該告示の内容を当該市民請求に係る代表者又は市の議会

議長に通知しなければならない。 

（市民投票の結果） 

第１８条 市民投票に付された事項について市民の賛否の意思は、有効投票総数の

過半数をもって決し、これをもって市民投票の結果とする。 

（結果の尊重） 

第１９条 市議会及び市長その他の執行機関は、市民投票の結果を尊重しなければ

ならない。 

（投票及び開票） 

第２０条 投票時間、投票立会人、開票時間、開票立会人その他市民投票の投票及

び開票に関する事項は、規則で定める。 

（委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、川口市自治基本条例附則第 3 号に掲げる規定の施行の日から施行す 

る。 

 


